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 このことについて、「岐阜県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」第８条第１

項に基づき、次のとおり学校運営協議会を開催しましたので、その概要について報告します。 

 

 

１ 会 議 名  郡上高等学校 学校運営協議会 （第Ⅰ回） 

         

２ 開催日時  令和５年６月２７日（火） １３：３０～１６：３０ 

 

３ 開催場所  郡上高等学校会議室  

        開催にあたり、委員による授業参観を実施した 

         

４ 参 加 者  会  長  日置 保次  郡上市立八幡中学校校長 

                副 会 長    小林 謙一  岐阜県森林文化アカデミー准教授 

                委  員    畑中  敦  一般財団法人郡上八幡産業振興公社営業企画部長 

                            西村 光晴  郡上市社会福祉協議会地域福祉課主管 

                            元満 真道  ジビエ工房めいほう工房長 

木村 達男  木村総合法律事務所弁護士 

畑佐 有美  郡上高等学校ＰＴＡ   （欠席） 

和田 望美  郡上高等学校ＰＴＡ役員 （欠席） 

                                                                        

              学 校 側    狩野  靖    校長 

                         青木 博章    事務部長 

古田 寿朗    教頭 

岩渕 康幸  教頭 

                            安藤 一太  教務部長 

              森下 大介  進路指導部長 

              原   満  生徒指導部長 

              森  秀樹  農場長 

                            臼田 尚之  普通科部長                        

 

５ 会議の概要（協議事項） 

 （１）「教育指導の重点及び学校経営計画（高校版マニフェスト）」について 

   ・校長より説明 

   ・出席の各分掌長より説明 

 意見 1 進路指導部の説明にあった「ミニ教育実習」は、小中学校としても意義ある取り組みだ

と思っているが、適切な実施時期はいつごろか。 

⇒９～１２月の定期考査にかからない時期が適切と考える。（進路指導部長） 

 意見２ 不登校については、中学校でも大きな課題である。今、学級以外の居場所を校内に整備

している。高校でもそのような場所はあるのか。 

  ⇒「ほっとプレイス」という場所を本年度より設置し、教室へ入れない生徒が一時的に待機し

たり、登校や授業参加の準備段階として利用するスペースとしている。（校長） 



 意見３ 部活動について、中学は来年度から全面的に停止し、地域クラブ化する予定である。ス

ポーツなどをやりたい生徒及び教員は地域クラブに所属することになる。 

  ⇒スポーツクラブと高校の部活動が連携できるとよい。（校長） 

 

 意見４ 若者のＵターンは大きな目標だと思うが、学校の問題というより郡上市や岐阜県の経済

力の問題である。それを学校が考えないといけないというのは大変である。 

 意見５ 探究活動では地域の協力が必要である。退職した方などを活用できる場があるとよい。 

 

 意見６ 子供に空手を教えているが、落ち着かない子供が増え、指導に困難さを感じている。生 

徒指導部の報告にあった、外部の専門家の手を借りるという方法があるということを知 

ることができた。 

 意見７ ふるさと学習で地域の魅力を発見し、それをどう生かしていくかという学びが大切であ

る。 

 意見８ 主体的な進路指導が大切である。進学だけでなく、自分の生き方を考えることが大切で

ある。学校は、生徒の多様化に向き合い、適切な進路指導をするために小中学校及び家

庭と連携すべきである。 

 

 以上の意見を確認した上で、「教育指導の重点及び学校経営計画（高校版マニフェスト）」につ

いて承認を得られた。 

 

（２）令和６・７・８年度の制服の契約について 

  ・制服業者との契約が更新時期を迎えるので、本校の制服が抱える課題点を挙げ、業者に求め 

る改善内容について説明した。（生徒指導部長） 

 意見１ 今の制服は、３０年以上前に全面改訂されたものだが、非常に評判が良く、学校のアイ

デンティティともいえる存在となっている。 

 意見２ 本格的な改定をする際には、生徒に、制服がなぜ必要か、改定の必要はあるのかなど制

服の意義を考えさせるところから始めるとよい。 

 意見３ 製品の不具合については、交換についての規定を仕様書や契約書に記載すべきである。 

 

以上の意見を確認した上で、「令和６・７・８年度の制服の契約」について承認を得られた。 

 

（３）授業の感想及び郡上高校に求めることについて 

 意見１ 卒業後、大学等へ進学しても郡上へ戻ってくるためには、郡上でもこんな素敵な仕事が

できるということを学ぶ機会があるとよい。 

 意見２ ＩＣＴを活用した授業が印象的だった。ＩＣＴを先生が活用したり、生徒が学んだりす 

ることは、仕事や学習の効率化に役立つ。 

  意見３  不登校の生徒の支援に関して地域の大人を活用してほしい。 

  

 意見４  教員が活き活きと授業をしていたり、他の教員の授業などについて紹介できたりするこ

となどから、教員間の協働が成立していることがうかがえる。 

 意見５   過疎化していく地域にとって、学校と地域がどのような関係を築くのかを考える必要が 

ある。     

 意見６  学校運営協議会は、今後どのような人材を委員とし、学校運営にとってどのような存

在となるべきかを議論する必要がある。    

   

 



６ 会議のまとめ 

  ・「教育指導の重点及び学校経営計画（高校版マニフェスト）」について承認を得られた。 

 ・「令和６・７・８年度の制服の契約」について承認を得られた。 

    ・次回以降の協議項目として、学校運営協議会委員の人選基準や学校運営協議会のあり方につ

いて協議する方向性が示された。 


